
雇用保険受給内容確認書 

※ 続紙 1・続紙 2 をご確認のうえ、該当項目にご回答ください。最後に署名いただきご申請願います。

被保険者氏名 被扶養者氏名 

1． 退職日はいつですか

令和 年 月 日 退職 

2． 雇用保険（失業給付金）について 

□A. 受給資格なし（雇用保険に加入していたが、加入期間の不足等、受給資格のない方）

□B. 放棄する（雇用保険の受給資格はあるが、給付金の受給を放棄する方）

□C. 受給予定（再就職の意思があり、給付金を受給する方）

□D. 延長（中）する ⇒ 下記 3.の回答必要

3． 受給延長の理由は何ですか ＜受給状況 D．延長（中）する の方のみ＞ 

□1.妊娠・出産・育児 ≪出産（予定）日を記入： 令和 年 月 日≫ 

□2.病気・けが等

□3.配偶者の海外勤務への帯同

□4.親族の看護・介護

□5.その他（理由を記入： ） 

 

 

 

 

 

 

※ 記載いただく情報は、被扶養者異動処理以外には使用いたしません。また、回答内容に変更が生じた場合には、遅滞なく

健保までご連絡ください。

2023.04 

全 員 必 須 

パナソニック健康保険組合 理事長殿

上記のとおり相違ありません。 

また、健保扶養認定基準を理解し、被扶養者が雇用保険の失業給付受給開始により、扶養認定の基準を 

満たさなくなった（基本手当日額が 3,612 円（60 歳以上または障害年金受給者の場合は 5,000 円）以上）

場合は、速やかに健保へ扶養削除の手続きを行います。 

※失業給付の受給開始後、健保へ扶養削除の手続きを行わなかった（もしくは遅れた）場合には、受給開始日まで

遡って被扶養者資格を抹消いたします。また、同期間の医療機関等での受診に関わる保険給付費も遡って請求いたします。 

  令和   年 月  日 

   被保険者氏名(自署)

Ｅ 



続紙 1 

【雇用保険（失業給付金）に関する被扶養者申請のご案内】 

◆対象となる方について
・退職から 1 年以内で、在職中、雇用保険に加入していた方（既に失業給付金を受給中、受給終了された方を除く）

・受給期間延長中の方。

◆申請方法について
現役被保険者の方は、事業所の人事手続窓口に、健保指定用紙に必要書類添付のうえご申請ください。

特例退職被保険者・任意継続被保険者は、健保指定用紙に必要書類を添付のうえ健保宛て申請ください。 

１．健保指定用紙にて申請（退職等申請事由発生後、速やかに原本を提出 ※原則 5 日以内）
・「健康保険被扶養者異動届」 

・「扶養状況届兼同意書」 

・「雇用保険受給内容確認書」＊当ご案内を必ずお読みいただき、ご記入ください。 

２．必要書類を追加で提出（お手元に書類到着後、速やかにコピーを提出 ※扶養認定日から 2 ヵ月以内） 

＊対象者の状況に応じた必要書類をご提出ください。 

（○：必ず提出 △：いずれか１点提出）

【失業給付金について】 

Ａ．受給資格なし ：雇用保険に加入していたが、加入期間の不足等、受給資格のない方 

 Ｂ．放棄する   ：雇用保険の受給資格はあるが、給付金の受給を放棄する方  

Ｃ．受給予定   ：再就職の意思があり、給付金を受給する方 

Ｄ．延長（中）する：妊娠・出産・傷病・親族の介護等の理由により、受給期間を延長する方 

（ハローワークへの延長手続きが必要です）

【必要書類について】 

・入退社日（退職理由）がわかる事業主の証明書 ：必ず事業主が作成していること

・雇用保険被保険者離職票-1・2   ：退職後、事業主より発行 

・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 ：退職後、事業主より発行 

・雇用保険受給資格者証 ※注釈 1   ：求職申し込み後、ハローワークより発行 

・受給期間延長通知書  ：受給延長手続き完了後、ハローワークより発行 

【※注釈 1】雇用保険受給資格者証（全面）または受給資格通知（初回交付の全件版および最新処理状況を確認できる全てのページ） 

＜ご注意＞ 

※必要書類をご提出いただけない場合、一旦扶養認定を取り消しさせていただくこともございます。

※続柄等に応じて上記以外の書類が必要な場合がございます。必ずご確認のうえ添付もれのないよう、ご申請ください。

失 業 給 付 金 に つ い て 

必 要 書 類 ※コピーを提出 

Ａ
受
給
資
格
な
し

Ｂ
放
棄
す
る

Ｃ
受
給
予
定

Ｄ
延
長
（
中
）
す
る

入退社日（退職理由）がわかる事業主の証明書 △ 

雇用保険被保険者離職票－1・2 △ ○ 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 △ 

雇用保険受給資格者証（全面）※注釈 1 ○ 

受給期間延長通知書  ○ 

要保管 
※提出不要



続紙 2 

◆ 被扶養者認定の注意事項◆

○雇用保険の受給は、健康保険法上収入とみなされます。

○健康保険法の被扶養者の認定基準として、収入基準が設けられています。

（60 歳未満：年収 130 万円未満⇒月額 108,334 円未満⇒日額 3,612 円未満）

（60 歳以上または障害年金受給者：年収 180 万円未満⇒月額 150,000 円未満⇒日額 5,000 円未満）

＊個人の収入基準以外にも認定基準はございます。ご注意ください。 

１．被扶養者認定後、基本手当日額 3,612 円（60 歳以上の場合は 5,000 円）以上を受給の方 

◎受給開始の際は、下記≪お手続き≫が必要です

・給付制限期間のない方・・・求職申し込み後

・給付制限期間のある方・・・給付制限期間終了日の１週間前

≪お手続き≫ 

「健康保険被扶養者異動届」に、対象者の健康保険証をご添付のうえ、 

認定申請時と同様、事業所健保担当部署等へご提出ください。 

（異動理由：雇用保険受給開始、異動年月日：受給開始日）

健保発行の「健康保険被扶養者非該当証明書」記載の資格喪失日から 

14 日以内に、お住まいの役所でお手続き願います。 

（配偶者の場合、同時に「国民年金第 1号被保険者種別変更」手続きが必要） 

・受給開始日は、「給付制限期間終了日」（給付制限期間がない場合は「待期満了日」）の翌日を意味します。 

ハローワークでの「処理日」や、金融機関への「振込日」ではありません。ご注意ください。

・受給終了後、就職先が決まらない等、パナソニック健保の扶養認定基準を満たす場合、再び被扶養者と

して認定することが可能です。（改めて手続きが必要となりますので健保ＨＰ等でご確認願います。）

※3,612 円（60 歳以上の場合は 5,000 円）以上の受給開始後、健保へ扶養削除の手続きを行わなかった

（もしくは遅れた）場合には、受給開始日まで遡って被扶養者資格を抹消いたします。また同期間の

医療機関等での受診に関わる保険給付費も遡って請求させていただきます。

２．被扶養認定後、基本手当日額 3,612 円（60 歳以上は 5,000 円）未満を受給または 

受給資格なし・受給放棄の方 

◎パナソニック健保の認定基準を満たす場合、受給開始後も被扶養者として継続して認定されます。

※追加提出必須：雇用保険受給資格者証（全面）または受給資格通知（初回交付の全件版および

最新処理状況を確認できる全てのページ） 

【ご連絡】 

※事由発生から５日以内に健保に届出ることは健康保険法で義務づけられています。

※健保にて、取消し手続きが確認できない場合、定期的に状況の確認等を行います。ご了承ください。

① 健保扶養者認定

削除手続き

② 国民健康保険

加  入 
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